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▼
選
挙
公
報
に
つ
い
て

　

選
挙
公
報
は
、
新
聞
折
込
（
愛

媛
・
朝
日
・
読
売
・
毎
日
・
日
経
・

産
経
）
に
て
配
布
す
る
ほ
か
、
市

内
公
共
施
設
、
新
聞
店
に
備
え
付

け
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
選
挙
公
報
の
個
別
配
布

を
希
望
す
る
人
は
、
選
挙
管
理
委

員
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

愛媛県議会議員選挙

問選挙管理委員会事務局　☎ 65 - 1311　　65 - 1641

　
今
年
は
統
一
地
方
選
挙
の
年
で

す
。
市
で
は
、
愛
媛
県
議
会
議
員

選
挙
と
新
居
浜
市
議
会
議
員
選
挙

が
行
わ
れ
ま
す
。
忘
れ
ず
に
投
票

し
ま
し
ょ
う
。

　
今
月
号
で
は
、
愛
媛
県
議
会
議

員
選
挙
の
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。（
４
月
21
日
㈰
投
票
日
の
新

居
浜
市
議
会
議
員
選
挙
に
つ
い
て

は
、４
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
）

▼
新
居
浜
市
で
投
票
が
で
き
る
人

　

次
の
①
～
③
に
該
当
し
、
㋐
・
㋑

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
で
す
。

①
日
本
国
民
で
あ
る
こ
と

②
投
票
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
満

18
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
（
平
成
13

年
４
月
８
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
）

③
公
民
権
を
停
止
さ
れ
て
い
な
い
人

㋐
新
居
浜
市
に
住
民
票
を
作
成
し

た
日
以
降
、
引
き
続
き
３
カ
月
以

上
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て

い
る
人

㋑
新
居
浜
市
に
住
民
票
を
作
成
し

た
日
以
降
、
引
き
続
き
３
カ
月
以

上
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て

い
た
人
で
、
県
内
の
他
の
市
町
に

転
出
後
４
カ
月
が
経
過
し
て
お
ら

ず
、
か
つ
転
出
先
の
選
挙
人
名
簿

に
ま
だ
登
録
さ
れ
て
い
な
い
人

※
㋑
の
場
合
は
、【「
引
き
続
き
県

内
に
住
所
を
有
す
る
旨
の
証
明

書
」（
市
民
課
に
て
無
料
で
発
行
）

の
提
示
】
ま
た
は
【
引
き
続
き
県

内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
確
認

の
申
請
】
が
必
要
で
す
。

▼
投
票
所
入
場
券

　
１
人
に
つ
き
１
枚
を
告
示
日

（
３
月
29
日
㈮
）
以
降
、
世
帯
ご

と
に
郵
送
し
ま
す
。
自
分
の
入
場

券
を
確
認
の
上
、
投
票
所
へ
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

　

紛
失
し
た
場
合
は
投
票
所
で
再

発
行
で
き
ま
す
の
で
、
当
日
投
票

所
で
職
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ

い
。

▼
期
日
前
投
票
の
ご
案
内

　

入
場
券
の
裏
面
に
「
宣
誓
書
」

を
印
刷
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

①
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

　

３
月
30
日
㈯
～
４
月
６
日
㈯

　

８
時
30
分
～
20
時

②
別
子
山
支
所

　
（
別
子
山
地
区
の
人
の
み
）

　

３
月
30
日
㈯
～
４
月
５
日
㈮

　

８
時
30
分
～
18
時

　
４
月
６
日
㈯

　

８
時
30
分
～
17
時

※
今
回
は
、
春
休
み
な
ど
学
校
行

事
の
都
合
に
よ
り
新
居
浜
工
業
高

等
専
門
学
校
で
は
行
い
ま
せ
ん
。

投票日 ４月７日㈰　投票時間     7 : 00 ～ 20 : 00　　　
　　　　　　　　　　　（大島・別子山地区は 7 : 00 ～ 18 : 00）

▼
不
在
者
投
票
の
ご
案
内

◉
病
院
な
ど
に
入
院
・
入
所
中
の

場
合

　

県
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
指
定

を
受
け
て
い
る
病
院
な
ど
に
入

院
・
入
所
中
の
場
合
は
、
そ
の
施

設
で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

詳
細
は
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◉
仕
事
な
ど
で
他
の
市
区
町
村
に

滞
在
し
て
い
る
場
合

　

新
居
浜
市
選
挙
管
理
委
員
会
に

投
票
用
紙
を
請
求
し
、
滞
在
先
の

選
挙
管
理
委
員
会
で
投
票
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。「
投
票
用
紙
等

請
求
書
兼
宣
誓
書
」
は
各
市
区
町

村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
る
ほ

か
、
選
挙
管
理
委
員
会
Ｈ
Ｐ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◉
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

　

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
持
ち

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
人
（
下

表
の
通
り
）、
介
護
保
険
法
に
よ

る
「
要
介
護
５
」
の
人
で
、
自
分

で
投
票
の
意
思
表
示
が
で
き
る
人

は
、
自
宅
な
ど
で
投
票
し
て
郵
送

す
る
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

自
書
が
必
要
で
す
が
、
障
が
い
の

程
度
に
よ
り
代
理
制
度
も
あ
り
ま

す
。
な
お
、
４
月
３
日
㈬
ま
で
に

手
続
き
が
必
要
で
す
。

４. ７
㊐

手帳などの種類 障がいの種類 障がいの程度

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能の障がい １級・２級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸の障がい

１級・３級

免疫・肝臓の障がい １級～３級

戦傷病者手帳
両下肢・体幹の障がい 特別項症～第２項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸・肝臓の障がい

特別項症～第３項症

郵便等による不在者投票が可能な人

～  私たちの未来につながる大切な選挙です  ～

【投票所の変更について】第８投票区投票所は、投票所が変更になります。
（変更前）惣開小学校体育館　→　（変更後）惣開公民館
〔地区〕星越町、前田町、王子町、河内町、金子丙（第７投票区の区域を除く）


